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1. 背景と目的 

 芦屋市立精道中学校、山手中学校、潮見中学校の３校（以下、中学校とする。）において、

安心・安全を大前提としつつ、これまで築いてきた「芦屋の給食」の質を担保した学校給食

を生徒へ安定的に提供することを目的として、学校給食調理業務を委託しています。 

 現行業務委託の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日の３年間であり、令和

９年４月１日から新たに３年間、中学校調理業務委託を実施する予定です。 

 業務委託業者選定にあたっては、提案方式を予定しております。つきましては、提案方式

による募集の前に、事業者の皆さまから広く情報を募り、幅広く客観的な情報を収集し、今後の

芦屋市（以下、本市という。）における意思決定や提案依頼書作成の基礎を築くため、提出

期限までに各種資料のご提出をお願いします。 

  

 

2. RFI実施スケジュール 

RFI公募開始      ：令和８年６月１２日（金） 

RFI回答提出締め切り  ：令和８年７月１０日（金） 午後５時まで 

 

3. RFI配布資料 

(1) 芦屋市中学校給食調理業務委託情報提供依頼実施要領（RFI） ※本書 

(2) （様式１）誓約書 

(3) 芦屋市中学校給食調理業務委託情報提供依頼書 

(4) 中学校給食調理業務委託検討に係る図面・厨房機器一覧 

(5) （様式２）質問・意見票 

(6) （様式３）参考見積表 

※(1)(2)以外の資料は、RFIへの参加を表明された事業者に個別に送付します。 

 

4. RFI参加表明 

RFIへの参加を希望される場合は、様式１『誓約書』に必要事項を記入し、押印の上、スキャニ

ングして『8.担当窓口』宛てに電子メールで送付してください。なお、押印を省略する場合は、2

以上の連絡先を記入してください。 

その後、本市より情報提供依頼書等のデータを担当者宛てに送付いたします。 

 

5. RFIにかかる質問 

RFI 全体や情報提供依頼書の内容について質問や意見がある場合は、原則として様式 2「質

問・意見票」に内容をまとめ、『8.担当窓口』へ電子メールにて送付してください。 

個別に電子メールで回答します。 
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6. RFI回答の提出依頼内容 

次表に示す書類の提出をお願いします。なお、「芦屋市中学校給食調理業務委託情報提供依

頼書」に記載している内容は、あくまでも現時点での検討案であり、今後変更する可能性がありま

す。また、貴社から提出いただく提案書は、RFP（Request for Proposal）時と同等のものを求めるも

のではなく、ご提出いただいた内容が選定結果に直接影響することはありません。 

また、参考見積表【様式３】、見積明細【任意様式】のみ提出いただいても構いません。 

 

No. 提出書類 提出

要否 

内 容 

１ 参考見積表 

【様式３】 

必須 「芦屋市中学校給食調理業務委託情報提供依頼書」をもと

に、貴社が提案の参考見積の提出をお願いします。 

参考見積対象期間は、令和９年度～令和１１年度の３年間

です。 

※本様式は Excel 形式のままお送りください 

２ 見積明細 

【任意様式】 

必須 参考見積表【様式３】と合わせて、任意様式で見積明細の提

出をお願いします。 

なお、見積には「一式」などの一括表記を用いず、必ず個々

の項目についての判別ができるように記載するとともに、見積

総括表と３年間の総合計金額が一致するようにしてください。 
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No. 提出書類 提出

要否 

内 容 

３ 提案書 

【任意様式】 

任意 貴社が提案する内容について、下記ア～キの内容に沿って

提案書等の提出をお願いします。 

ア 芦屋市の学校給食に対する基本的な考え方 

①芦屋市の学校給食に対する会社としての取り組み方針

（姿勢）や食育の考え方 

②学校給食調理業務実施に伴う学校とのかかわり方 

 

イ 安全・衛生管理体制及び具体的な対応 

衛生管理に関する考え方や受託者の巡回指導計画など 

 

ウ 従事者教育・研修体制及び具体的な対応 

①委託開始までの事前研修及び年間研修計画など 

②委託開始後の研修及び年間研修計画など 

 

エ 調理業務の実施体制 

①従事者の実配置数及び定着方策 

②ローテーション体制の有無 

③欠員時のバックアップ体制 

④長期休業期間中の執務体制（日数，人員など）についての

考え方 

 

オ 業務責任者の組織上の具体的な権限、業務責任者等の

配置期間（異動）についての考え方 

 

カ 事故処理体制・苦情処理体制及び具体的な対応 

事故等発生時の処理体制，事故等未然防止策など 

 

キ 給食の多様化への対応、食物アレルギー対応及び配慮を

要する生徒への対応 

アレルギー対応や配慮を要する生徒への対応について 

４ 質問・意見票 

【様式２】 

任意 芦屋市中学校給食調理業務委託情報提供依頼書について

の質問や意見がある場合はご提出ください。 

５ 芦屋市確認事項 必須 芦屋市からRFI参加者に対しての質問にご回答ください。 
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7. RFI回答提出期限 

参考見積及び回答の提出については、次の期限までに『8.担当窓口』にメールでお送りくださ

い。また、お手数ですがメールの送信後は、送信した旨を電話で担当者までお知らせください。 

※期限を過ぎる場合は同窓口までご連絡をお願いします。 

 

期限：令和８年７月１０日（金）午後５時 

 

8. 担当窓口 

芦屋市教育委員会教育部学校教育室保健安全・特別支援教育課（担当：頭井） 

連絡先 ：０７９７－３８―２１４４ 

E-mail ：hokenanzen@city.ashiya.lg.jp 

 

9. 今後の予定 

令和 ８年 ６月     第１回情報提供依頼（RFI） 

     ７月     RFI質問・意見に対して本市から回答 

令和 ８年 ８月      （必要に応じて）第２回情報提供依頼、またはRFC実施 

 ９月中旬   公告 

        １０月後半  プロポーザル実施（１次評価） 

        １１月前半   プロポーザル実施（２次評価） 

令和 ８年 １２月前半  業者決定・通知 

令和  ９年  ４月    契約締結 

 

10. 留意事項 

(1) 本RFIは、芦屋市立中学校給食調理業務委託を検討するための情報収集が目的であり、将

来の発注や契約を約束するものではありません。 

(2) 情報提供をいただけなかった事業者を不利益に扱うことはありません。 

(3) ご提供いただいた資料は、本市内部での検討資料として使用します。その際、貴社に断りな

く、本市関係職員以外の者へ提供することはいたしません。 

(4) ご提供いただいた資料は返却いたしません。 

(5) ご提供いただいた資料の内容について、後日問い合わせを行う場合があります。 

(6) 情報提供に関する費用は各事業者にてご負担をお願いします。 

 

 

以上 


